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 本日は年末手当交渉の回答指定日でした。しかし我々と会社の考え

方の隔たりが大きいため、申第４号「２０１７年度年末手当の再申し

入れ」を行い、団体交渉を開催しました。この間の年末手当交渉での

会社の不誠実な対応についてただした上で、手当抑制姿勢を改めるよ

う迫りました。 

 

 申第４号の交渉を終了後、本日の回答指定日に対する会社の考え方

を求めました。しかし会社は回答指定日に回答を示すことが出来ませ

んでした。したがって本日の交渉は打ち切ることを判断し、明日改め

て交渉を再開することとしました。 

 

 中央本部は明日の交渉に全力を挙げ、組合員の苦労が報われる取り

組みを行います。職場からの闘いを要請します。 

 最後まで共に頑張ろう！！ 

 

 

 

 

 

 


